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備考

松阪市三雲地域振興局機械
警備業務委託

令和3年4月1日 (株)イセット 575,000 574,200

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号による随意契約
平成28年度から5年契約をして
おり、現行の機械システムから
他社に移行する際に、工期及
び多額の費用が発生するた
め。

5年間長期継続契
約(総額)

令和3年4月1日～
令和8年3月31日

松阪市三雲地域振興局給水
設備修繕

令和3年9月27日 ㈲岡野水道 4,400,000 2,530,000

地方自治法施行令第167条の
2第1項第8号及び松阪市契約
規則第25条による随意契約
<随契理由>指名競争入札の
予定であったが、仕様書の修
繕完了後10年以上使用可能と
いう条件に対応できないとし
て、参加業者より辞退が相次
ぎ参加者は㈲岡野水道1者の
みであった。原則として再度の
入札を行うべきであるが、施工
可能な業者は1者のみであり、
貯水槽の漏水の量も増加して
いることから早急に修繕する必
要性が高いと判断し、8号随契
に切り替え契約を行った。

松阪市三雲地域振興局庁舎
非常灯修繕

令和4年2月8日 ㈱荒川建築企画 801,900 801,900

地方自治法施行令第167条の
2第1項第5号による随意契約
松阪市公共建築物定期点検業
務報告書において、非常灯の
不具合が指摘されており、災
害時等の庁舎使用の安全管理
上、緊急に修繕する必要があ
る。業者選定については、ハー
トフルみくもにて同様の修繕を
今年度実施しており、年度末ま
での短期間において即座に修
繕対応が可能であるため。

所属　三雲地域振興局地域振興


